
  

         

 
    

  舟川新地区には、平成 23 年から平成 30 年までの 8 か年を事業工期とした大区画ほ場を 

メインとする土地改良事業の記念碑が建立されています。 

石碑には「豊水豊心」と揮ごうされており、明治時代から土地改良事業に取り組んでこら

れた精神を引き継ぎ、地域が持続可能であるためのヒントがあると感じます。その成果をフ

ル活用し、引き続き強い地域へと発展していくことを願っております。 

                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

土地改良区の役割 
 

土地改良区は土地改良事業を実施するため設立された農家の方々の団体で、愛称は水土里(みどり)ネ
ットです。土地改良事業による農業水利施設や農地の整備、更には、整備された施設の維持管理を通

じ、「国の基である農業」を下支えしています。また、防火用水、生態系の保全、消流雪用水などの多

面的な機能（これらの機能に用いられる水は「地域用水」といいます。）も発揮しており、農業生産の

みならず、良好な農村環境の維持保全にも大きく寄与しています。 
 

理事定数の増員と女性理事の登用 
 

現在、土地改良区の運営上の問題点として、組合員の多くが農地は所有しているが、大規模農家な

どに耕作を委託している「土地持ち非農家」となっており、土地改良施設の役割に対する意識の低下

から協力が得にくい状況になってきております。このような事柄に対処するためにも、地域の多様な

意見を取り入れようと次回の改選時(令和 6 年 4 月)より理事定数を 2 名増員(理事定数 15 名→17 名)
し、そのうち女性理事 2 名以上を登用することが、令和 5 年 7 月 15 日に開催された令和 5 年度臨時

総代会において可決されました。 
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令和５年度事業(計画) 

通常総代会 
令和５年３月１８日に第１５回通常総代会を開催し、議長 伊藤淳二総代（大家庄地区）の議事進行のもと、 

令和５年度の事業計画(案)や各種予算(案)などが審議され､全ての議案が原案どおり可決されました｡ 

 

令和５年度一般会計収支予算 

収入科目 予算額(円) 支出科目 予算額(円) 

土地改良事業収入 ２９，８７６，０００ 土地改良事業費支出 １５，２３５，０００ 

附帯事業収入 ５３０，０００ 一般管理費支出 ２３，９４３，０００ 

特定資産運用収入 ２，０００ 土地改良事業負担金支出 ４２，９００，０００ 

補助金等収入 ４３，２９９，０００ 借入金返済支出 ２７，１０５，０００ 

交付金収入 ６０２，０００ 支払利息 ３６０，０００ 

業務受託収入 ２，１３６，０００ 特定資産積立支出 ２，３３３，０００ 

雑収入 ３３８，０００ 雑支出 １２，５９１，０００ 

借入金収入 ４１，６６５，０００ 繰越金 １００，０００ 

特定資産取崩収入 ５００，０００ 予備費 ３８１，０００ 

他会計繰入金 ３，０００，０００   

繰越金 ３，０００，０００   

収 入 合 計 １２４，９４８，０００ 支 出 合 計 １２４，９４８，０００ 

差引残金なし   

 

令和５年度特別会計(小川用水発電事業)収支予算 

収入科目 予算額(円) 支出科目 予算額(円) 

発電事業収入 ４８，５５０，０００ 発電事業費 ９，４７８，０００ 

特定資産運用収入 ４，０００ 一般管理費支出 ４，７７２，０００ 

雑収入 １，０００ 借入金返済支出 １２，７８４，０００ 

繰越金 ５９９，０００ 支払利息 ３１１，０００ 

  特定資産積立支出 １８，０１０，０００ 

  他会計繰出額 ３，０００，０００ 

  繰越金 ６００，０００ 

  予備費 １９９，０００ 

収 入 合 計 ４９，１５４，０００ 支 出 合 計 ４９，１５４，０００ 

差引残金なし  

 

 

団体営事業 
〈ソフト事業〉 
 経営体育成促進事業   高橋地区 

 
 経営体育成促進事業   横水地区 

 
 経営体育成促進事業   南保北部地区 

 
 水利施設管理強化事業  黒部川沿岸地区 

県営事業 
 農地整備事業       高橋地区 

 
 農村地域防災減災事業(ため池)  美濃輪池地区 

 
 農村地域防災減災事業(ため池)  棚山西池地区 

 
 水利施設等保全高度化事業  横水地区 

 
 農地整備事業       南保北部地区 



令和４年度事業(実績) 

臨時総代会 

令和５年７月１５日に令和５年度臨時総代会を開催し､議長 藤井謙吉総代（泊地区）の議事進行のもと､ 

令和４年度の事業報告や各種決算などが審議され､全ての議案が原案どおり可決･承認されました｡ 

令和４年度一般会計収支決算 

収入科目 決算額(円) 支出科目 決算額(円) 

土地改良事業収入 ３１，５７６，７０９ 土地改良事業費支出 １９，７５０，１３７ 

附帯事業収入 ６１６，２５５ 一般管理費支出 ２３，６８２，６７９ 

特定資産運用収入 ７２８ 土地改良事業負担金支出 ２５，５５７，４５０ 

補助金等収入 ６９，７５９，０００ 借入金返済支出 ６３，２９７，２８９ 

交付金収入 ６０６，０００ 支払利息 ２９９，０１４ 

業務受託収入 １，６０１，１００ 支払換地清算金支出 ２，９８５，１０８ 

雑収入 ６３９，０４１ 納付換地清算金支出 ２，９８５，１０８ 

借入金収入 ２４，７００，０００ 特定資産積立支出 ２，０８４，４７３ 

特定資産取崩収入 ８５６，８７５ 繰越金 ３，１９４，１０４ 

交付換地清算金収入 ２，９８５，１０８   

徴収換地清算金収入 ２，９８５，１０８   

他会計繰入金 １，９９８，１６１   

繰越金 ５，５１１，２７７   

収 入 合 計 １４３，８３５，３６２ 支 出 合 計 １４３，８３５，３６２ 

差引残金なし  

令和４年度特別会計(小川用水発電事業)収支決算 

収入科目 決算額(円) 支出科目 決算額(円) 

発電事業収入 ４４，５００，０４８ 発電事業費 １９，７８８，４０５ 

特定資産運用収入 ２，４８３ 一般管理費支出 ３，６２９，８２５ 

雑収入 ３，０６３，１５６ 借入金返済支出 １２，７５１，７９２ 

特定資産取崩収入 １５，５７６，０００ 支払利息 ３４２，１３３ 

繰越金 ７９，２１８ 特定資産積立支出 ２３，５０４，７０４ 

  他会計繰出額 １，９９８，１６１ 

  繰越金 １，２０５，８８５ 

収 入 合 計 ６３，２２０，９０５ 支 出 合 計 ６３，２２０，９０５ 

差引残金なし  

 

県営事業 
 農業水利施設保全合理化事業  五箇庄北部地区 

 
 農地整備事業       高橋地区 

 
 農村地域防災減災事業(ため池)  美濃輪池地区 

 
 農村地域防災減災事業(ため池)  棚山西池地区 

 
 水利施設等保全高度化事業  横水地区 

 
 農地整備事業       南保北部地区 

県単事業 
 農業用水路安全施設クイック整備事業  殿町町内会地区 
 快適農村環境整備事業   舟川新地区 
 地域営農確立促進事業   殿町地区 
 防災福祉対策事業     高橋地区 

団体営事業 
 維持管理適正化事業   下江用水除塵施設 

〈ソフト事業〉 
 経営体育成促進事業   五箇庄北部 
 経営体育成促進事業   高橋地区 
 経営体育成促進事業   横水地区 
 経営体育成促進事業   南保北部地区 



お知らせください(土地改良区への通知について) 
◆組合員資格等の変更 

 1.所有権や耕作権の移動(売買､賃借権､交換) 

 2.死亡または生前贈与による名義変更 

 3.農業者年金受給のための経営移譲 

  4.住所の変更 

 5.賦課金振替口座の変更 

◆農地転用(地目変更) 

 1.農地を転用(地目の変更)する場合は届出が必要です｡ 

  届出がないと賦課面積(賦課金)は変更になりません｡また､転用の際は農地転用決済金を納付していただきます｡ 

 2.公共事業による用地買収の場合も同様ですので､ご確認ください｡ 

◆土地改良施設の他目的使用の届出 

 1.水路への蓋(橋)掛け､工事に伴う水路敷･農道使用､電柱等の設置 

 2.工場用排水等や浄化槽処理水を水路に放流したい場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日町土地改良区の概要 

総 地 積：1384.6ha                     

組合員数：2,052 名 

         総代 58 名、理事 15 名、監事 3 名、職員 3 名                         

管理施設：用水路 198.8km、排水路 97.1km、農道 65.1 ㎞、発電所１箇所                 

頭首工 3 箇所、ため池 3 箇所                        

事 務 所：〒939-0721 富山県下新川郡朝日町三枚橋 2 番地 

TEL：(0765)82-1501 FAX：(0765)82-1590 Mail：oinosyo-dokai@mist.ocn.ne.jp 

事故にあわないための 5 つの心がけ～地域のみなさまへ 5 つのお願い～ 

○じ .「自分は大丈夫」との意識を改め､余裕を持った行動を！  

○こ .高齢者･子供たちとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとって､家庭内でも声かけを！ 

○な .慣れた道でも､水路沿いは安全確認！ 

○く .草刈りや､水管理など一人での作業は極力避ける､周囲からの声かけで！ 

○す .水路は昼と夜で危険度が違う､暗いところは特に注意！ 


